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宮城県小牛田農林高等学校 

特別号 

令和 2 年 5 月 18 日 

 

  

  

新入生の皆さん。入学おめでとうございます。２・３年生の

皆さん。進級おめでとうございます。もう，桜の花が散り初夏，

そして梅雨の季節が間近にせまってきています。本来なら，新

学期がスタートし，新入生の皆さんも，学校に少し慣れてきた

頃かもしません。世の中は，誰もが経験したことのない緊急事

態が起こっております。新型コロナウイルス感染症

（covid-19）です。2 月末日から現在も学校休業状態が継続

中ですが，生徒の皆さんは，「自粛疲れ」になっているかもし

れません。しかし，自分の命を守るためには仕方がありません。

我慢しなければならないことが沢山あります。今この時期しか

できないこともきっとあるはずです。規則正しい生活を心がけ，

健康に留意し学校再開の時まで頑張っていきましょう。 

今年度は，全校生徒５７８名でスタートを切ることになります。皆さん，新たな環境で是非とも新

しいことに積極的に取り組んでください（進取）。 

 生徒指導部では，今年も定期的に「生徒部だより」と「農林 FAMILY（生徒会だより）」を発行し

ていく予定です。また，行事の紹介や部活動の活躍の報告などを中心に，皆さんにお伝えしなければ

ならないこと，守ってもらいたいことなどをその都度載せていきます。これらのたよりを通じて学校

での出来事を知り，有意義な学校生活が送られるよう積極的に活用してください。またそれぞれが，

勉強や部活動などの学校生活において精一杯の気持ち「真心」を持って取り組みましょう（至誠）。 

 

 
新年度にあたり，アルバイト・自動車等免許取得に関する規定の確認をしたいと思います。 

詳しくは，各自で生徒手帳をしっかり読みましょう。 

○ アルバイトについて    担当 佐々木 信四 先生 

担任の先生を通じて許可の手続き（申請）をして下さい。 

  注意点 夏・冬・春休み中のみ許可する。時間帯は 8:00～18:00（夜間は認めない） 

 

※経済的事情などにより，長期休業期間中以外でのアルバイトの必要がある場合は・・・ 

     学級担任・保護者・生徒の三者で話し合いを行い，事由書を保護者から提出してもらいます。 

その後，学級担任・学年主任・生徒指導部の三者で合議の上許可します。 

2，3 年生で進級後も引き続いて長期休業中以外でのアルバイトを継続する場合は，必ず継

続申請の手続きを行うことになります。 

ただし，学校生活に支障をきたした場合（遅刻・早退・欠席の増加，欠点の取得など）は，

アルバイトを中断することになります。 

 ※注１ 無許可アルバイト等は特別指導の対象となります。 

 ※注２ 現在休業中です。当然，アルバイトはできません。新規または継続手続きは，学校再開後

行ってください。 

 学科コース 男子 女子 合計 

１

学

年 

農業科学コース １４ ２４ ３８ 

農業土木コース ３５ ４ ３９ 

総合学科 ４７ ６６ １１３ 

２

学

年 

農業科学コース ２０ ２０ 40 

農業土木コース ３０ １０ 38 

総合学科 ２９ ８８ １１７ 

３

学

年 

農業科学コース １９ ２１ ４０ 

農業土木コース ３７ １ ３８ 

総合学科 ３２ ８１ １１３ 

合計 ２６３ ３１５ ５７８ 
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○自動車・原付バイク免許取得について   担当 佐々木 忠夫 先生 

  担任の先生を通じて許可の手続き（申請）をして下さい。 

  注意点 原付バイク免許は，申請時に交通安全に関する作文を提出することになります。 

  注意点 自動車免許は，夏休み終了後に通学を開始することになります。 

  ※無許可での免許取得，自動二輪免許取得は特別指導の対象となります。    

○バイク通学許可手続きについて   担当 佐々木 忠夫 先生 
  注意点 交通安全（バイク）実技講習会（年２回）を受講することになります。 

※無許可通学は特別指導の対象となります。 

○頭髪・服装について 

「頭髪・服装の乱れ」は生活の乱れの現れで，不規則な生活の原因や充実した学校生活（勉強・

部活動など）を送ることができない原因となります。地域の方々や小中学生にも小牛田農林生の

悪いイメージを与えることとなり，それは本校全体のイメージダウンにつながります。 

また，女子生徒のスカート丈の短い生徒が，「盗撮」「不審者との接触」「不健全な誘惑」等の事

件・事故などにまきこまれる可能性が圧倒的に高いことが，関係諸機関のデータから検証されて

います。被害に遭遇しないためにも，きちんとした身だしなみが大切になります。 

今年度も生徒諸君に対し，年度はじめにしっかりとした方針を提示し，一貫した指導を行いた

いと思っています。以下に挙げる指導の内容をよく理解し，遵守して充実した学校生活を過ごし

ましょう。 

 

○スマートフォン使用について 

   今年度から，「携帯電話・スマートフォンの使用について」という決まりを設けました。 

  携帯電話・スマートフォンを正しく使用するという観点から指導していきます。別紙を参照しル

ールを守って生活していきましょう。 

 

○服装等指導の対象およびポイント 

  

・その場で直す               ・その場で改善し，一時預かりするもの 

ズボンの腰はき，裾のまくり上げ            指定以外のセーター・パーカー類， 

スカートのウエスト部分のまくり上げ， 装飾品（ピアス，ネックレス，指輪等） 

半袖ポロシャツの袖のまくり上げ，ボタン   スカートの中のジャージ，変形等の加工 

化粧，マニキュア              させた制服等 

 

 ・購入する                 ・期限を定めて改善する 

 校章，ボタン，ネクタイ，リボン       茶髪，特殊加工（パーマ，そり込み等）     

男子の長髪，付け毛 

「他の人がやっているからいいや」「何で自分だけ注意されるの？」などと思わず，自分自身を自ら

で律してください（自律）。 

 

○本年度から機械警備になり学校での生活時間が変わります 

＜平   日＞ 
・解    錠  ６時３０分（この時間より前に校地内に入ることはできません。） 

・完全下校時間 １９時３０分（部活動は 19 時迄片付けも終了し，１９時３０分に 

は校地外に出るようにしてください。） 

＜休日祝祭日＞ 
・解    錠  8 時００分（この時間より前に校地内に入ることはできません。） 

・完全下校時間 １７時００分（校地外に出るようにしてください。） 

※練習試合等の場合は，その限りではありません。顧問の指示に従ってください。 

自動二輪免許の

取得は許可して

いません！ 
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歩行者は原則 右側通行 

歩道がある場合は歩道を通行する。道

路の横断は横断歩道があるところで行

う。（横断歩道のない所の「ななめ横断」

は絶対にしないこと） 

自転車は必ず 左側通行 

道路交通法上，軽車両と位置付けられ

ていますので，歩道と車道の区別のある

ところは，原則として車道の左側に寄っ

て通行し，歩道は通行できません。 

 小牛田駅からの通学路は右記の通り

です。右図に記されている以外の経路を

通ることのないようにしてください。 

特に用水路北側の農道（通称田んぼ道

路）は過去に不審者被害に遭ったところ

です。街灯もなく夕方以降は真っ暗にな

ります。逃げるための脇道もありません。

絶対に通行しないようにしましょう。 

また，交通量の多い交差点や,歩道が整

備されていない所もあります。交通安全

に十分気をつけて登下校してください。 

一時停止は歩行者も 

一時停止の標識は自動車だ

けではなく，自転車も従う必

要があります。一時停止を 

して，左右を確認し，道路を横断してください。また，歩行者も一時停止し，左右を確認して道路を

横断して下さい。 

過去には「交差点で，自転車に乗った農林生が飛び出してきて，接触しそうになった」という苦情

が寄せられたことや，一時停止を無視した本校生徒の自転車が，自動車と接触しケガを負うという事

故もありました。注意してください。 

ながら（スマホを操作しながら，音楽聞きながら）歩き・運転は危険 

 ながら歩行・運転は注意が散漫になり，周囲の状況を把握することが出来ない状態になります。歩

行中に自動車やバイクの接近に気づかず衝突したり，自転車運転中に歩行者に気づかず，衝突する事

故につながります。また，不審者や変質者の存在に気づかず，接近を許してしまい，被害に遭う可能

性も高くなります。歩行，自転車にかかわらず周囲に注意して登下校しましょう。 

 

 

第一グラウンド

③
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本校正門からローソンまでの通りは「柳（やなぎ）通り」と呼ばれています。数年前に整備され，

道路拡幅，カラー舗装による通行区分がなされました。 

①グリーンのカラー舗装された所 → 歩行者専用通行帯 

②自転車ナビマークがあるところ → 自転車通行帯 

左側通行，一列通行遵守 

※自転車専用の通行帯ではなく，自動車との混在帯になります。自動車が通行する際には十分注

意してください。 

歩行者用通行帯（歩道）はグリーン 

片側（南側）のみ設置。通学の際は登下校に関係なく，歩道（グリーン）を通行してください。 

 

テ ニ ス コ ー ト                 温      室   

  野  球 グ ラ ウ ン ド   

自転車用通行帯は「自転車ナビマーク」があるところ 

車道の両側に通行帯を設けてあります。左側通行・一列通行を遵守し，歩道は走行しないでください。 

 

保護者の皆様への願い 

送迎などで本校に来校する際には安全運転でお願い致します。小学校も近くにあり小学生の通学路，

地域の方々の生活道路となっております。特に以下の点に御注意，御協力お願い致します。 

 ・上にも示しましたが，柳通りの車道は自動車・自転車との混在帯となっております。自転車の通

行優先でお願い致します。対向車とのすれ違いなどの際は一時停止をするなどの御配慮をお願い

致します。御不便をおかけしますが，宜しくお願い致します。 

・学校周辺ではスピードの出し過ぎに御注意ください。 

 ・学校周辺での，路上駐車は御遠慮ください。交通渋滞・事故の原因となります。地域の方からの

苦情も寄せられております。生徒の乗降は校門を入り左に進んだところのスペースでお願い致し

ます。 

 

 

 

 

至

 

山

の

神

神

社 

学

校

正

門 

※※※こここちちちららら側側側ははは歩歩歩行行行しししななないいい   ※※※こここちちちららら側側側ははは歩歩歩行行行しししななないいい   

※※※グググリリリーーーンンンののの舗舗舗装装装上上上ををを通通通行行行   

一時停止は自転

車のみならず歩

行者も従うこと。 
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１ 移行期間 6 月 1 日（月）から 6 月 8 日（月）としますが，感染症対策として教室の換気をす

る際や，授業中など窓を開けて授業を行わなければならないことから，各自体温調節を行ってくだ

さい。気温が低い時などには上着（ブレザー）の着用は認めます。上着以外のパーカー，指定外セ

ーター，カーディガン，ジャンパー等の着用は認めません。着用していた場合は「その場預かり」

とします。 

 

２ その他 

（１）「端正な身だしなみの励行」を心掛け，自ら服装等を整え，落ち着いた学校生活を送ること。 

（２）校内外において，常に小牛田農林生としての自覚を持った行動をとること。 

（３）以下の『制服の着こなしガイド』を参照し，身だしなみに気をつけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―農林着こなし身だしなみ十箇条― 
一、小牛田農林の制服・校章に誇りを持つ。 

是、農林魂の基本なり。 

二、登下校の際及び校内でブレザーを必ず着用する。 

(６月～９月は除く) 

三、ズボンを正しくはき、ベルトを締める。 

(腰パン禁止) 

四、スカート丈はひざの範囲とする。 

(まくり上げない。スカート裾切断禁止) 

五、シャツの裾は必ず中に入れる。 

六、集会、式の際は、必ずネクタイ、リボンをきちんとつけ

る。 

七、ﾈｸﾀｲ､ﾘﾎﾞﾝを着用しない時は、シャツのボタンをしめる。 

八、ﾌﾞﾚｻﾞｰの中に着るものは指定のｾｰﾀｰ･ﾍﾞｽﾄのみとする。 

 (ｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝやﾊﾟｰｶｰ、華美なｼﾞｬﾝﾊﾞｰ等は着用できない) 

九、高校生にふさわしい髪型とする。(パーマ、カール、染

色、脱色、そりこみ、まゆのそり落としなど禁止) 

十、化粧、装飾品は一切禁止。 

(ﾏﾆｷｭｱ､ﾋﾟｱｽ､指輪、ｴｸｽﾃ､つけまつげ､ｶﾗｰｺﾝﾀｸﾄなど) 

正装ヴァージョン 

夏ヴァージョン 

小 牛 田 農 林 高 等 学 校  制 服 の 着 こ な し ガ イ ﾄ ﾞ   
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毎年，この時期になると不審者（変質者）被害の情報が寄せられます。昨年も，大崎

地域で，つきまとい，盗撮等の迷惑行為等が報告されています。 

部活動等で帰りが遅くなる際などは十分に気をつけて帰宅してください。 

不審者被害に遭わないためには？ 

 

○一人で下校しない 

  必ず友人や先輩・後輩などと複数で登下校する。一人になる場合は家族に迎えに来てもらう。 

○安全な通学路を通行する 

民家や商店等が少ない所（裏道，たんぼ道路など）や，街灯が無い暗い道は選ばない。 

なるべく人通りが多く，交通量が多い道路を選ぶ（交通安全には十分に注意）。 

○不審者の注意を引くような容姿をしない，行動をとらない 

極端に短いスカートや派手な髪型などは不審者（変質者）の興味関心をひきます。また，女子の

みならず，男子も服装等に注意し，無用なトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。 

○スマホ・ゲーム機などを使いながら歩かない 

電話やＬＩＮＥをしながら，イヤフォンで音楽を聴きながらでは注意力が散漫となります。不審

者の接近すら気づかない場合が多いようです。「ながら歩き」はやめましょう。 

 

不審者に遭遇したら？ 

○身の安全の確保（大声を出して助けを呼ぶ，近くの民家に駆け込む）。  

○警察への通報（１１０通報）・連絡（各警察署へ） 

遠田警察署 33-2321     古川警察署 22-2311   

鳴子警察署 82-2249     加美警察署  63-2311  

※不審者の特徴（眼鏡・帽子の有無，頭髪の形状・長さ，服装，車のナンバー・色･車種など）を出

来る範囲で覚えておいて下さい。ただし，自分の身の安全確保（逃げること）が最優先です！ 

 

宮城県警察本部生活安全企画課では，「みやぎ security メール」のサービスを行って 

います。このサービスでは，地域を指定することで自分の通学圏内の不審者情報を得ることが

でき，現在よりも安全な登下校を送ることができます。不審者情報の他，交通事故や振り込め

詐欺などの生活に関わる情報も知ることができます。生徒自身も，保護者の方も登録できます。

登録は，右上のＱＲコードを携帯電話等のカメラで読み取ってください。その後，画面上の指

示に従い登録を完了して下さい。 


